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第１章 新モデルの評価 
 

１．主な改修点 
 

  総務省では、「長期増分費用モデル研究会」（以下「研究会」という。）を再開し、現

行接続料の算定に用いられている第三次モデルについて、主に次のとおり改修を

行った（平成１９年４月新モデル【第四次モデル】公表）。 

その結果、新モデルコストでは 6,421 億円と現行モデルと比べ約 3.6％削減され

た。 

 

（１） ＰＳＴＮへの投資抑制等、実態を反映した見直し 

  

① 経済的耐用年数の適正化 

  ○ 交換機ソフトウェア 

交換機ソフトウェアの耐用年数について、これまでの法定耐用年数（５年）か

ら、経済的耐用年数（平成２０年度は、７．７年と試算）を適用することとした。 

 

  ○ 光ファイバ 

光ファイバの耐用年数を、 新の実績データを用いて、撤去法で再推計。ゴ

ンペルツ関数及びワイブル分布を用いて推計した結果、架空１５．１年、地下２

１．２年となった。 

 

  ○ 新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の補正 

第三次モデルにおいて、デジタル交換機、き線点遠隔収容装置、メタルケー

ブル（架空・地下）及び管路の経済的耐用年数の推計手法として、投資抑制期

間に応じてモデルの経済的耐用年数を調整する手法が導入されたが、投資抑

制が長期化した場合にも適用できるよう、経済的耐用年数の補正方法を見直し

た。 

 

 ② 交換機設備の維持延命に伴うコストの反映 

○ メーカー修理の費用に相当するコスト等が、入力値では考慮されず、当該関

連コストが逸失されている。このような計上されなくなったコストの相当額を補完

するため、 

・交換機の施設保全費の経費比率算定時に修理コストを加算するとともに、 

・保守用物品の減価償却費及び点検コストについて、保守用物品比率を算出し、

投資単価に反映。 

なお、交換機投資単価の見直しについては、今回は見送った。 

 

（２） ＩＰ化の進展に対応した見直し 

  

① データ系サービスとの設備共用の反映（フレッツ・スクウェア等、ビジネスイーサ） 

閉域網内に終始するサービス（フレッツ・スクウェア等）について、利用が増加し
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たこと及びトラフィックを計測することが可能となったこと等から、設備共用の対象

として追加。ただし、ビジネスイーサについては、ネットワーク構成がＰＳＴＮと異な

る特徴を持っており、現行のデータ系サービスの設備共用ロジックをそのまま適

用できないため、設備共用の対象に含めることを見送った。 

 

 ② データ系サービスとの設備共用の反映（ドライカッパ電話） 

ドライカッパ電話の加入数が 300 万を超えるなど、設備量として無視できない状

況となったため、加入者回線の設備量算定に当たり、ドライカッパ設備と加入電話

等の設備との間の費用配賦を行うこととした。その際、ユニバーサルサービス制

度の補てん対象額の算定用のモデルとの整合性を考慮し、当該費用配賦に限定

して、当該制度の補てん対象額の算定方法を導入した。 

 

（３） その他の状況変化に対応した見直し 

  

新規架橋があった場合、経済比較を行った上、海底ケーブルの方が高い場合

は、海底ケーブルから架橋ケーブルに変更すること等とした。 

 

２．新モデルの評価 
 

（１） 主な意見 

 

  ヒアリング等において、新モデルは新規投資抑制やＩＰ化の進展といった環境変化

を概ね取り込んだものと評価する意見が、ＫＤＤＩ、ＱＴｎｅｔ及びソフトバンクから示さ

れたほか、交換機ソフトウェアの耐用年数の見直し、データ系サービスとの設備共

用の反映による約３％程度のコスト削減結果を評価する意見が、フュージョン・コミ

ュニケーションズから示された。 

 

また、新モデルの採用は基本的に妥当であるが、局舎集約の検証・反映、ＩＰ技

術の採用による効率化等の改善の余地があり、また、光ＩＰ電話接続料については

新モデルの算定結果をキャップとして同水準・同体系に設定すべきとの意見が、ソ

フトバンクから示された。 

 

これに対し、新モデルでは、①交換設備の維持延命に伴うコストについて修理の

受付を停止したメーカーが引き続き修理を行うというあり得ない仮定を採用、②ＩＰ

化の進展に対応し、データ系サービスとの設備共用による範囲の経済を織り込む

一方で、固定電話の減少に伴うスケールデメリットを組み込んでいないという問題

があるとの意見が、ＮＴＴ東西から示された。 

 

加えて、新規投資抑制という考え方が「 新の設備を過去から毎年度均等額調

達し、現在の設備量が構成されている」という現実にあり得ない仮定を取り、「現時

点でネットワーク全体を新規に構築する」という長期増分費用方式の前提に相反す

ることから、これをモデルに織り込むことに限界があるとの意見が、ＮＴＴ西日本か
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ら示された。 

 

  また、ＰＨＳ基地局回線について、実際費用との比較の上、ＬＲＩＣの適用の要否に

ついて検討を要望する意見が、ウィルコムから示された。 

 

（２） 考え方 
 

ア 新モデルの改修点についての評価 

 

○ 今回改修された新モデルは、平成１５・１６年度の接続料原価の算定に用いた

第二次モデルの骨格を基本として、その後の環境変化を踏まえてその一部が改

修され平成１７～１９年度の接続料原価の算定に用いられた第三次モデルと同

様に、１．（１）から（３）に示したようなＩＰ化の進展や新規投資抑制といったその

後の環境変化をさらに踏まえて改修されたものであり、平成２０年度以降の接続

料算定に用いるモデルとして適切と評価できるのではないか。 

 

○ 第二次モデルで採用された設備量算定方法等 

・ 第二次モデルの採用時と比較して、新規投資抑制の長期化やデータ系サービス

の拡大は進展したものの、ＮＴＴ東西の固定電話網の構造はほとんど変化してい

ない状況を踏まえれば、第二次モデルで採用された設備量算定方法等の骨格

は現状においても有効と言えるのではないか。 

 

○ 新モデル（第四次モデル）の具体的改修方法 

・ 新モデルは、第三次モデルでも課題とされたトラフィックの減少及び新規投資

抑制等の環境変化が更に長期化していることを反映させたものであり、研究

会において各界の専門家が十分な時間をかけて検討を行った上で改修された

ものであることから、その具体的な改修方法は適切なものと言えるのではない

か。 

 

イ 新モデルの算定結果に係る評価 

 

○ 平成１８年度下期と平成１９年度上期の８ヶ月予測通信量を用いて新モデルで算

定した接続料単価（３分間換算）は図表１－１のとおりであり、現行モデルと比較し

た場合、ＧＣ接続の接続料単価は概ね 2％低下している1。 

 

 

 

 

 
                                                  
1 ただし、この新モデル算定値は、次章で述べるＮＴＳコストの控除期間、通信量等の入力値の扱い等

に関する議論の結果を反映したものではなく、あくまで新旧モデルの比較のための参考値であり、実

際に適用されるのもではない。 
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（図表１－１ 平成２０年度接続料単価（３分換算）（試算値）） 
 第三次モデル算定値 

（H18 下＋H19 上、８ヶ月予測） 

新モデル（第四次モデル）算定値 

（H18 下＋H19 上、８ヶ月予測） 

ＧＣ接続 ３．８８円 ３．７９円

ＩＣ接続 ５．６８円 ５．５５円

 

 

○ 平成１７年度の実績通信量を用いて算定した第三次モデルの費用と平成１７年度

の実際費用を比較した場合、第三次モデルの費用 7,059 億円は、実際費用 6,263

億円の概ね＋12.7％であり、費用が逆転している。逆転が生じたのは、次の要因

が考えられるのではないか。 

・ 実際費用の場合、投資抑制の長期化により設備全体に占める償却済資産の割

合が増え急速に減価償却費が抑制される一方、長期増分費用モデルの場合、

投資抑制の結果が経済的耐用年数の延長という形で反映されるものの、減価

償却費を急激に減少させず、ゆっくりと影響を織り込んでいること 

・ 施設保全費の効率化の影響は、長期増分費用モデルに反映されるものの、実

際費用に比べて数年程度時間の開きがあること 

 

○ 現時点で、モデルコストと実際費用の逆転が生じた場合であっても、次の理由に

より、引き続き長期増分費用方式を維持することが適当ではないか。 

・ 新規投資抑制後の投資額の水準が低位で一定しており、法定耐用年数を超え

て投資抑制が長期化したことから、未償却資産の規模が再び安定し、減価償却

費の減少傾向が底打ちを示す可能性があること 

・ 固定電話を取り巻く状況として通信量の減少だけでなく加入数の急速な減少が

現れ始めたため、現在の需要から直接コストを算出する長期増分費用モデルの

方が、ネットワーク規模の縮小による影響を反映しやすい可能性があること 

・ 長期増分費用方式は、既存事業者の非効率性を排除しつつ透明性・公正性が

確保される現在ある唯一のコスト算定方法であり、接続事業者からはその維持

を望む声が強く、また、長期増分費用と実際費用が今後どのように推移していく

のか、現時点で正確に判断することは困難であること 
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第２章 ＮＴＳコストの扱い 
 

１．経緯と現状 

 
（１） ＮＴＳコストの段階的付け替えの経緯 

 

ア 平成１２年答申 

 

  平成１２年答申では、長期増分費用方式の具体的導入方策として、 

   （ケースＡ）き線点ＲＴコストを従量制の接続料で回収する考え方 

   （ケースＢ）き線点ＲＴコストを従量制の接続料で回収しない考え方 

の２つの選択肢について検討を行い、主に次の理由により、ケースＡを適用する

ことが適当と判断された。 

 

   ① ケースＡについては、一定の条件が確保されれば、ＮＴＴ東西の経営に破

壊的な影響を回避しつつ導入を図ることが可能と予想される一方、ケース

Ｂについては、き線点ＲＴのコスト回収が行われない場合には、経営への

影響についての見通しが十分得られていないこと 

   ② ケースＢについては、ＮＴＳコストを基本料、定額接続料のいずれで回収す

ることとしても、前者は利用者に直接的に転嫁され、後者は接続事業者

が定額制で利用者に間接的に転嫁するおそれがあるが、ＮＴＳコストを利

用者に転嫁するという社会的なコンセンサスが得られていないこと 

   ③ また、ＮＴＴ東西の経営への影響が拡大すると、ユニバーサルサービス、

利用者料金、インフラ構築への悪影響が生じるおそれがあること 

  

   なお、ケースＢについては、事業者間の競争促進や接続料の引下げが通信料

金の低廉化をもたらすという観点からは望ましいが、基本料引上げの懸念等から

き線点ＲＴコストの回収が困難となれば、ＮＴＴ東西の経営に対して破壊的な影響を

回避し得ないおそれが強いとされ、き線点ＲＴその他のＮＴＳコストの扱いは今後の

検討課題とすることが適当とされた。 

 

イ 平成１４年答申 

 

  平成１４年答申では、ＮＴＳコストの全てを基本料で回収する場合には、負担構

造の大きな変動が生じることとなるため、ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴのみを検

討対象とし、その回収方法として、①基本料で回収する方法、②定額接続料で回

収する方法、の２つの考え方について検討を行った。 

 

①基本料で回収する方法 

 次の点を考慮し、料金とコストとの関係が必ずしも明確となっていない基本

料体系の下で、ＮＴＳコストを基本料に転嫁することはなお慎重な検討を要し、
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社会的合意も困難とされた。 

 

    ・従量制接続料の引下げにより、市内利用者料金が引き下げられる可能性

はあるが、低利用者料金に対しては負担増となるなど利用者間で負担変動

が伴うこととなること 

    ・特に、デフレ傾向が継続する経済状況下で、公共的料金である基本料を引

き上げることについて社会的コンセンサスを得ることは困難であり、現に、多

くの消費者団体から基本料の引上げに対して反対意見が提出されているこ

と 

 

②定額接続料で回収する方法 

 利用者に対して、従来どおり定額料金を課さずに従量制の通話料のみとす

るほか、定額料金を課して従量制の通話料を引き下げるなど、柔軟な利用者

料金の設定を可能とする効果が期待される一方、次の点を勘案すると、ＮＴＳ

コスト回収方法の抜本的解決とは言い難いとされた。 

    

  ・定額接続料がそのまま利用者に転嫁されるおそれがあること 

  ・定額接続料をＮＴＳコスト回収の暫定的方法として導入した場合、 終的に

は基本料等で回収する方法に移行する懸念があること 

  ・携帯電話やＮＴＴ東西以外の固定電話事業者の直加入に係る負担割合をど

う考えるか、マイライン４区分の負担割合をどうするか、マイラインのデフォ

ルトの扱いをどうするか等の技術的問題が残ること 

 

  ただし、競争が進展するに従って、コスト発生要因に応じた回収を行うことの重

要性が増してきており、ＮＴＳコストの回収方法について、接続料算定の枠内に

限定して議論することが限界に達していることから、現行の基本料、施設設置負

担金、各種の付加料金の取扱いと併せて、抜本的体系的に再検討する場を早

急に設け、その検討結果を踏まえて可及的速やかに電気通信料金体系の見直

しを図るよう要望がなされた。 

 

ウ 平成１６年答申 

 

  平成１６年答申では、以下の２点を考慮した上で、ＮＴＳコストを接続料原価から

除くことが必要であり、その回収は、まずは基本料の費用範囲の中で行うことが

適当とされた。 

 

① 通信量の減少局面において、通信量の増減に感応しないＮＴＳコストを接続

料原価に含めることは、接続料単価の大幅な上昇を招き、ひいては通話料の

上昇を招来し、その結果、更なる接続料や通話料の上昇を引き起こすといっ

た悪循環に陥る可能性があること 

② また、本来ＮＴＳコストを通話料に含める料金政策の考え方は負担能力を考

慮することにあったが、現在は、サービスの選択肢の多いブロードバンドサー



 7

ビスの利用者の負担を軽減し、そのしわ寄せを他に選択肢がない既存の固

定電話サービスの利用者に負担させる結果となっていること 

 

また、ＮＴＳコストの付替えは、ＮＴＴ東西の基本料の費用構造に大きな影響を

与えるため、以下の理由から激変緩和措置として段階的に行うことが適当とされ

た。 

① 接続料水準の極端な変動を避け、また、通話料の値上げにつながらない

接続料水準の維持のためには移行期間は４～５年が適当であること 

② ＮＴＳコストを基本料の費用において吸収可能性のある水準とするために

は、付替期間は５年とすることが必要となること 

 

なお、当該段階的付替えの期間は、現行モデルの適用期間（平成１９年度接

続料分まで）を超えることとなるため、現行モデルの適用期間終了後、新たに接

続料の算定方法が検討される場合には、必要に応じてＮＴＳコストの扱いについ

て改めて検討を行うことが適当であるとされた。 

 

（２） ＮＴＳコストの段階的付替えの現状 

 

 平成１９年度においては、ＮＴＳコストの60％が基本料の費用範囲に付け替えられ

ている。この点、ＮＴＳコストの段階的付替え後（平成１７年度以降）における接続料

の実績値について、平成１６年答申における接続料推計値と比較すると、５年で段

階実施した場合の接続料推計値の下限の水準となるような推移を見せている。 

 

  他方、ＮＴＴ東西の基本料収支について、音声伝送役務の回線数の減少等に加

えて、ＮＴＳコストの付替えの影響により、平成１８年度決算で、それぞれ約30億円

の赤字を計上している。 

 

 また、平成１９年３月の情報通信審議会答申2における要望事項を踏まえ、ユニバ

ーサルサービス制度の補てん対象額算定方法の見直しが行われることに伴い、各

電気通信事業者間での費用負担構成が変化することとなる。 

 

２．平成２０年度以降の接続料算定におけるＮＴＳコストの扱い 
 

（１） 主な意見 

 

  ＮＴＴ東西からは、ヒアリング等において、基本料収支は急速に悪化しており、ＮＴ

                                                  
2 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接

続約款の変更の認可（長期増分費用方式に基づく平成１９年度の接続料等の改定）」情報通信審議

会答申（平成１９年３月３０日）。ユニバーサルサービス制度に係る補てん対象額算定ルールについて

利用者負担を抑制することを目的として速やかに見直しを行うこと、及び、各電気通信事業者がユニ

バーサルサービス制度の負担金について可能な限り利用者負担を抑制する方向で検討すること等

が合わせて要望されている。 
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Ｓコストの付替えによるコスト増を吸収することは困難である。また、ユニバーサル

サービス制度の補てん対象額の算定方法の見直し案の下で、均一料金で高コスト

地域のサービスを維持するためには、現在の補てん対象コストが実質的にＮＴＳコ

ストだけである状況を踏まえ、ＮＴＳコストの回収の在り方を抜本的に見直すことが

必要との意見が示された。 

 

具体的には、地方部のＮＴＳコストが高コストである要因は、主に低需要エリアの

ＲＴ局に構築されるき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストによるものであり、当該コストを

ＮＴＴ東西のみが負担することは、次の点から問題であり、当該コストについて基本

料費用の範囲とはせずに接続料で回収するように見直すことが必要との意見が示

された。 

  ① き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの付替えにより、都市部を中心に参入する競

争事業者が、ＮＴＴ東西のネットワークに接続する際の接続料の低廉化を享受

する一方、ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方法の見直し

によりＮＴＴ東西のみが当該コストを負担しつつユニバーサルサービスを維持

しなければならなくなる結果となることから、競争の公平性を損なうこと 

  ② 集線の有無を理由に基本料と接続料のいずれかで賄うコストかを判断する場

合、特にドライカッパ電話サービス事業者は、ＲＴ－ＧＣ間の中継伝送路コスト

をＴＳコストとして他事業者から接続料で回収する一方、ＮＴＴ東西は当該コス

トをＮＴＳコストとして負担する結果、ＮＴＴ東西のみが当該コストを負担するこ

ととなり、競争の公平性を損なうこと 

  ③ 従来は、基本料は、収容局内の加入者回線設備コストを回収する料金として

設定されていることから、現行の基本料水準で、収容局を跨る中継伝送路の

コストを負担することは構造上不可能であること 

 

これに対し、ＮＴＳコストは直ちに接続料から控除し基本料で吸収すべきもので、

平成１７年度から５年間かけて控除することはＮＴＴ東西の激変緩和措置として整

理済との意見が、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、フュージョン・コミュニケーションズ及びＱＴｎ

ｅｔから示された。  

 

また、控除期間に関して、当該期間の見直しを行う場合はその考え方をあらかじ

め明確に整理すべきとの意見（ＫＤＤＩ）や接続料の安定的推移を図るという趣旨を

踏まえ、見直しを行うことは十分合理的との意見（ウィルコム）が示された一方、５

年間より長期間に変更することは適当でないとの意見（ソフトバンク、ＱＴｎｅｔ）も示

された。 

 

（２） 考え方 

 

○ 平成１６年答申では、ＮＴＳコストを全額基本料の費用範囲に付け替えることが適

当としつつも、同時に、基本料の費用範囲の中で回収することが困難であって、ユ

ニバーサルサービスの円滑な提供に支障が生じる懸念がある場合に、適切なユニ

バーサルサービス制度の発動が可能となるような制度見直しがなされるべきことが
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指摘された。 

 

○ そうした状況を前提として見直された現行のユニバーサルサービス制度について、

見直しを行う場合には、次のように考えることが適当ではないか。 

・ 今般の見直しは、事業者間の負担の公平性の観点から接続料算定方法にも大

きく影響を与えることから、当該制度見直しを念頭に置きながら接続料算定の在

り方について検討を行なうことが適当ではないか。 

・ 今般の接続料の算定方法の見直しに当たり、ユニバーサルサービス制度の補

てん対象額と密接に関連しているＮＴＳコストの扱いについて検討を行うことが

適当ではないか。 

 

ア ユニバーサルサービス基金の補てん対象とＮＴＳコストとの関係 

 

○ ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定においては、回線当たり費

用が、上位 4.9％に含まれる高コスト地域について、全国平均費用を超える額を

補てんの対象とすることとしているが、今回の見直しでは、回線当たり費用の分

布の標準偏差を用いて、「全国平均＋標準偏差の２倍」を超える額に補てん対象

を変更することとしている。 

 

○ 回線当たり費用（加入者回線等コスト3及びＮＴＳコストの合計）に係る補てん対

象額の算定に当たっては、メタル加入者回線のように接続料の設定されている

設備については、補てん対象額の算定に際し費用の補正がなされていることか

ら、回線当たり費用の分布の形状を決めているのは、ＮＴＳコストとなっている。 

 

○ このＮＴＳコストのうち、高コスト地域の補てん対象額の大部分が、き線点ＲＴ－

ＧＣ間伝送路（き線点ＲＴとＧＣ間の伝送路のうち、ＲＴとＧＣ間に設置されるもの

をいう。以下同じ。）となっている（図表２－１参照）。ユニバーサルサービス制度

の補てん対象額は、長期増分費用方式により算定されているが、効率的なモデ

ルコストを算定するため、経済比較により加入者回線の一部に設置されるき線

点ＲＴが選択される。当該加入者回線がＲＴ局を経由してＧＣ局に収容される場

合におけるＲＴ－ＧＣ間の中継伝送路部分がＮＴＳコストとなるが、このコストはＲ

Ｔ局に発生すること、またＲＴ局は比較的少数の利用者を収容する収容局に設置

されることが多い実態から、このコストがほぼ高コスト地域に固まって分布する結

果となっていると考えられる。 

 

○ したがって、今回のユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方法の

変更は、実質的には、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係るＮＴＳコストをＮＴＴ東西の

みが負担するという結果になることから、当該コストの適正な負担の在り方につ

いて改めて検討を行うことが適当ではないか。 

 

                                                  
3 加入者回線コスト及び利用部門コストである。 
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 （図表２－１ ユニバーサルサービス原価の構成） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路の扱い 

 

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路は集線されておらず、加入者回線の増減に応じてコ

ストが増減する設備であることから、ＮＴＳコストとして基本料の費用範囲とされた

ものであり、基本的に加入者回線の一部と認められることから、その費用につい

ては一義的にはＮＴＴ東西の基本料により賄われるべきではないか。 

 

○ この点、接続料原価から段階的にＮＴＳコストを除く期間（以下「ＮＴＳコストの控

除期間という。」）は現行では５年間としているが、当該期間を更に延長すること

により対応することが適当か。 

・ ＮＴＳコストの控除期間の延長を考える場合、今回のユニバーサルサービス

制度の補てん対象額の算定の見直しがあくまで当分の間の措置であることを

踏まえ、その延長期間を具体的に設定することが可能か。 

・ 延長期間終了後は、当該伝送路コストは全額ＮＴＴ東西のみが負担することと

なるが、その延長期間終了後における当該伝送路コストの適正な負担をどの

ように考えるのか。また、ＮＴＴ東西の経営に与える影響をどのように考えるの

か。 

 

○ 他方、当該伝送路は、主として事業者間競争が成立していない高コスト地域に

おいて、加入者交換機が 寄りの局舎に設置されていない場合に加入者交換機

ＮＴＳコスト（き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト）
（９３４億円）※

加入者回線等コスト 〔平均コスト水準〕

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

回線当たり費用（円）

上位4.9%高コスト地域

収容局毎の回線当たり費用の分布

その他のＮＴＳコスト（SLIC・き線点RT等）
（２，３７０億円）※

※ ＮＴＳコストの額は、平成18年度ユニバーサルサービス制度認可ベースの収容局毎の

回線当たり費用を基に、ＮＴＳコストを１００％基本料費用に付替えた場合のもの。

基本料コストの平均水準

（２,３１６円）
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を設置している局舎まで加入者回線を延伸するために設置されるものであること

から、費用負担の公平性の観点からは、当該費用をＮＴＴ東西のみに負担させる

ことは適当と言えないのではないか。例えば、当該費用を接続料の費用範囲に

戻すことについてどう考えるか。 

 

○ 仮に、当該費用を接続料の費用範囲に戻すことが適当とした場合、当該費用

の回収方法としては、どのような方法が考えられるか。具体的には、従量制接続

料の費用範囲に含める方法と新たに定額制接続料を設定する方法が考えられ

るが、何が適当か。また、接続料水準に与える影響を考慮すると、何らかの激変

緩和措置が必要となるか。 
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第３章 接続料設定に用いる入力値の扱い 
 

１．経緯と現状 
 

（１） これまでの経緯（第一次モデル及び第二次モデル） 

 

ア 通信量の扱い 

 

○ 第一次モデルの入力値については、長期増分費用方式を初めて導入したこと、

及び３年間かけてＧＣ接続で▲22.5％、ＺＣ接続で▲60.1％という接続料水準の

大きな引下げを行うものであったことから、平成１２年答申では、経営への影響

に配慮して、実施期間中は固定（平成１２年度の接続料算定に用いた入力トラフ

ィックは平成１０年度のものに固定）することが適当とされた。 

 

○ 第二次モデルの入力値については、平成１４年答申において、①適用期間中

使用するトラフィックを固定する方法、②使用するトラフィックを毎年入れ替える方

法について、それぞれ用いるトラフィックを実績トラフィックとする場合と予測トラフ

ィックとする場合の４通りの方法を想定して検討を行った。その結果、モデル適用

期間内は、接続事業者の予見性及び目標値としての性格を確保するためには、

トラフィックを含む入力値は固定することが適当とされた。 

 

○ また、第二次モデルでは、第一次モデルのように大幅な接続料水準の変更で

はなくなっていること、またトラフィックが大幅に減少していく予測が大勢を占めて

いたことから、モデル適用期間内のトラフィックを用いることが適当とされた。ただ

し、接続事業者の予見性確保や目標値としての性格を確保する観点から、平成

１５年度・１６年度接続料は平成１４年度中に決定することが適当とされ、モデル

適用期間内の予測トラフィックを用いることが望ましいとされた。 

 

○ しかし、信頼性のある予測を行うことが困難な場合は、直近データ、例えば平

成１３年度実績値、または入手が可能であれば、平成１３年度下期と平成１４年

度上期トラフィックを通年化した実績値を用いることが適当とされたため、平成１

５年度接続料は、平成１３年度下期＋平成１４年度上期の通年化したトラフィック

を用いて算定された。 

 

イ その他入力値の扱い 

 

○ 第一次モデルでは、デジタル交換機、光ファイバ及びアナログ・デジタル公衆電

話機の耐用年数については正確なデータ把握が可能であったことから、「増減

法」により推計した経済的耐用年数を適用することとした。それ以外の設備は、

法定耐用年数を適用したほか、将来需要増加分を含まない既存の回線数等を

所与のものとして算定した設備量が用いられた。ただし、平成１２年答申では、こ
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うしたその他の入力値は、トラフィックで採用された考え方と同様、実施期間中は

固定することが適当とされた。 

 

○ 平成１４年答申では、第二次モデルのトラフィック以外の入力値（機器単価、経

済的耐用年数、需要回線数、報酬率等）については、予測トラフィックや過去の

実績値を用いた場合には、可能な限り、これと整合性を確保する必要があるとさ

れた。第二次モデルの適用期間が平成１５年度及び平成１６年度の２年間に確

定したことに伴い、デジタル交換機、アナログ公衆電話に加え、伝送装置の経済

的耐用年数を再推計するとともに、第一次モデルでは時間的制約から推計でき

なかったメタルケーブル、管路・電柱等に推計対象を拡大した。当該推計は、従

来の「増減法」をより数学的に精緻化した「修正増減法」を用いて行った。その他、

光ファイバ単価の補正、施設保全費の効率化係数の加味、経費率等の入替えを

行った。 

 

（２） 現状（第三次モデル） 

 

ア 通信量の扱い 

 

○ 平成１６年答申では、通信量が継続して減少することが共通の認識となってい

たことから、適用年度である平成１７年度の実績通信量は、直近の実績通信量と

比較して一定程度減少していることとなる。これを前提に、直近の実績通信量を

用いて接続料を設定した場合、実績通信量の減少に起因する原価の差異は、Ｎ

ＴＴ東西の管理部門がこれを負担する構造となる。 

 

○ これを回避するための方法として、①事後精算を行う、②より直近の通信量を

用いて接続料を設定する、という２つの方法が示された。 

 

○ ①（事後精算の採用）については、事業計画策定上の予見性の観点から経営

に悪影響を与えているとの指摘が多く提出され、また長期増分費用方式に基づく

算定値が目標値としての性格を有していることを踏まえると、引き続き採用する

ことは適当ではないとされた。 

 

○ ②（直近の通信量の採用）については、接続料の設定に用いる通信量と適用

年度の実績通信量とのかい離を小さくすることは重要であり、可能な限り直近の

通信量を用いて接続料を設定することが望ましい。ただし、直近の通信量の予測

を伴う場合は、信頼性のある予測通信量の策定が前提となるが、今後の電気通

信分野における環境変化については、ＩＰ電話の普及見込みも含めて不透明な

要素が多いこと等から、適用年度の通信量を予測することは困難とされた。 

 

○ このため、平成１７年度以降の接続料算定に係る入力値については、可能な限

り直近の通信量を用いて接続料を設定する観点等から、毎年度接続料の再計

算を行い、通信量が比較的安定的に減少している状況を踏まえ、接続料設定に
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用いるトラフィックは８か月分の予測に基づく「前年度下期＋当年度上期の通年

通信量」を用いて、前年度下期の４か月分の実績トラフィックに直近の実績トラフ

ィックのトレンドを踏まえて予測した８か月分の通信量予測を加えることにより算

定されている。 

 

イ その他入力値の扱い 

 

○ 平成１６年答申では、トラフィック以外の入力値については、通信量との整合性

を可能な限り確保するため、直近のものとすることが必要であり、個別の入力値

の選定については総務省において判断することが適当とされた。 

   

○ 現行の第三次モデルでは、「修正増減法」により算定されるデジタル交換機、ア

ナログ・デジタル公衆電話の経済的耐用年数は直近までの導入実績により再推

計が行われている。このほか、公共的地下設備の利用実績、管路投資単価や経

費率等についても同様に、直近データにより見直しがなされている。 

 

２．平成２０年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い 
 

（１） 主な意見 

 

ア 接続料算定に用いる通信量の扱いに関する意見 

 

○ ヒアリング等において、トラフィック等の適用年度に合わせない場合、構造的に

当該年度のコスト総額を回収できないことから、適用年度の実績トラフィック等を

反映した接続料とすることが必須である。このため、近年、トラフィックの減少テン

ポが安定的に推移していることを踏まえ、 

① １４か月分のトラフィックを線形回帰により予測した適用年度の通年トラフィッ

クをもとに接続料を算定するとともに 

② 翌年度に判明する適用年度の実績トラフィックに基づき精算する 

ことが必要との意見が、ＮＴＴ東西から示された。 

 

○ これに対して、事後精算の採用は適当でなく、通信量は実際に把握可能な過

去実績を基本としつつも、「前年度下期＋当年度上期予測」を採用することは一

定の合理性があるとの意見が、ＫＤＤＩ及びソフトバンクから示された。同様に、現

行の８か月分の予測方式でも大きな誤差が生じないため現行制度が適当との意

見が、フュージョン・コミュニケーションズ、ＱＴｎｅｔ及びウィルコムから示された。 

 

イ その他の入力値の扱いに関する意見 

 

○ ヒアリング等において、従来どおり競争事業者からの提案を踏まえ、 も効率

性の高い入力値を採用することが適当との意見が、ソフトバンク及びＱＴｎｅｔから

示されたほか、経済的耐用年数の推計手法の詳細を開示し精査する必要があ
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るとの意見（ソフトバンク）や今回のモデル値で問題ないとする意見（フュージョ

ン・コミュニケーションズ）が示された。 

 

（２） 考え方 

 

ア 接続料算定に用いる通信量の扱い 

 

○ 接続料算定に用いる通信量については、平成１６年答申において指摘したよう

に、信頼性のあるデータであることを前提とした上で、可能な限り適用年度に近

いデータを採用することが適当ではないか。 

 ・ 一般的に、予測期間が長期化すれば予測精度は低下し、また通信量の減少

傾向が継続すると見込まれることを前提とすれば、接続料算定に用いる通信

量の計測期間が適用年度からかい離するほど、ＮＴＴ東西の接続料収入が減

少する可能性があると考えられる。 

 

○ この観点から、平成１７年４月、７月、１０月及び平成１８年１月までのそれぞれ

の通信量の推移を用いて、 

① 前年度通信量を採用する場合（２か月先まで予測） 

② 前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを採用する場合（８か

月先まで予測） 

③ 当年度通信量を採用する場合（１４か月先まで予測） 

について、それぞれ予測通信量と実績通信量のかい離を試算してみると、次の

結果が得られた。 

 

（図表３－１ 予測通信量と実績通信量のかい離幅） 

 【通信回数】 
予測の程度 ２か月先 ８か月先 １４か月先 

予測値と実績値のかい離幅 -0.2～0.1% 0.1～0.8% 0.9～2.4% 
（参考） 

当年度通信量とのかい離幅 
7.9～10.1% 3.9～5.5% ― 

 

 【通信時間】 
予測の程度 ２か月先 ８か月先 １４か月先 

予測値と実績値のかい離幅 -0.3～-0.2% -1.2～-1.7% -2.2～-3.4% 
（参考） 

当年度通信量とのかい離幅 
11.5～12.9% 5.5～6.1% ― 

 

○ ①の前年度予測値（２か月予測）を用いる場合、「予測値と実績値とのかい離

幅」は非常に小さい（図表３－１ の試算によれば通信回数では-0.2～0.1%、通信

時間では-0.3～-0.2%）ものの、「当年度通信量とのかい離幅」は非常に大きくなる

（通信回数で 7.9～10.1%、通信時間で 11.5～12.9%）ことから、これを入力値として

用いることは必ずしも適当ではないと考えられるのではないか。 
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○ また、ＮＴＴ東西が提案する③の当年度予測値（１４ヶ月予測）については、次の

理由により予測値として十分な信頼性があるとまでは認められず、これを入力値

として用いることは適当と言えないのではないか。 

・ 当年度予測値を用いる場合、比較的通信量の推移が安定していた計測時期

（平成１７年４月、７月、１０月及び平成１８年１月）においても、「予測値と実績値

のかい離幅」が大きいこと（通信回数で 0.9～2.4％、通信時間で-2.2～-3.4％） 

・ また、当該かい離幅の計測時期の違いによる振幅が大きいこと（１４か月予測

の場合、通信回数で 1.5％、通信時間で 1.2％で、２か月予測の場合よりも振幅

が大きい） 

・ 更に、ＩＰ化の急速な進展により、今後ＰＳＴＮの加入者が急激に減少する可能

性があること等を踏まえれば、「予測値と実績値のかい離幅」や当該かい離幅

の計測時期の違いによる振幅が更に大きくなるおそれがあること 

・ この点について、 近は利用の少ない利用者の減少が顕著であること等を理

由として、固定電話回線数の減少テンポが拡大した場合であっても、今後とも

通信量の減少は安定的に推移すると見込まれるとの意見がＮＴＴ東西から示さ

れたが、このことは、今後、利用の多い利用者が主として減少することとなる可

能性を否定するものではなく、むしろ利用の少ない利用者の減少が止まった段

階で、利用の多い利用者の減少が加速することも十分考えられること 

 

○ 平成２０年度以降の接続料算定に用いる通信量としては、次の理由により、引

き続き、②の前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したもの（８か月予測）

を採用することが適当ではないか。 

 ・ 前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したもの（８か月予測）を用いる場

合、「予測値と実績値のかい離幅」の計測時期の違いによる振幅（通信回数

で 0.7％、通信時間で 0.5％）は、③の当年度予測値（１４か月予測）の半分以

下であることから、当年度予測値と比較して信頼性が相当程度高いと認めら

れること 

 ・ 「予測値と実績値のかい離幅」（通信回数で 大 0.8％、通信時間で 大

-1.7％）は、平成１６年答申における試算（通信回数で 0.4％、通信時間で

0.1％）に比べ拡大してはいるものの、「当年度通信量とのかい離幅」（通信回

数で 3.9-5.5％、通信時間で 5.5-6.1％）は十分に小さく、当該かい離幅が非常

に大きくなる①の前年度予測値（２か月予測）と比較しても、予測通信量として

の信頼性が必ずしも劣っているとは認められないこと 

 

イ その他の入力値の扱い 

 

○ 通信量以外の入力値については、現行の運用に特段の問題点はなく、ヒアリン

グにおいても特段の要望がなかったことから、従来同様、透明性の確保に配意し

つつ、必要に応じて総務省において毎年度の接続料算定時に見直し、可能な限

り 新のデータを用いることが適当ではないか。 
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第４章 接続料における東西格差 
 

１．経緯と現状 
 

（１） これまでの経緯 

 

○ 平成１４年答申では、東西別接続料の適否について、次の３つの考え方を軸に検

討が行われた。 

   

  （Ａ案）東西平均のモデル算定値を適用する方式  

  （Ｂ案）ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本にそれぞれのモデル算定値を適用する方式 

  （Ｃ案）ＮＴＴ東日本には自社固有のモデル算定値を適用し、ＮＴＴ西日本には東西

平均のモデル算定値を適用する方式 

 

この結果、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が別会社であるという事実を前提にすれ

ば、Ｂ案に従い、それぞれのコスト構造・水準の違いを反映した各社固有のＬＲＩＣ

ベースのコストに基づく接続料を設定することが 善の方法という判断が示された。

しかし、実際のモデル適用においては、ＮＴＴ東日本の経営に及ぼす影響や西日本

エリアの利用者に与える影響について配慮することが必要であり、年度ごとに段階

的に適用する等の措置を講じる必要があるとされた。 

 

○ 他方、平成１４年答申以降も地方公共団体や経済団体を中心に多くの東西均一

の接続料を求める要望が提出され、また、国会において、電話サービスが全国民

に対して公平に提供されるべきユニバーサルサービスであることを踏まえ、接続料

を東西均一とすることについて決議がなされた。 

 

○ 加えて、長期増分費用モデルによる試算では、ＮＴＴ東西間においてコストベース

で 30％以上の格差が生じるとの結果が出ていた。このことは、ほとんどの電話サ

ービス提供事業者がＮＴＴ東西の地域電話網に依存し、接続料支払いがその電話

サービスコストの４割程度を占めていることを考えると、東西の各エリアにおける利

用者料金に相当程度の格差が生じる可能性が高いことから、平成１５・１６年度接

続料は東西均一が維持されることとなった。 

 

（２） 現状 

 

○ 平成１６年答申では、原則としては、ＮＴＴ東西はそれぞれ異なる指定電気通信設

備を設置する電気通信事業者として、各々の原価に基づき接続料を算定すること

が適当であるとされた。 

 

○ しかし、長期増分費用方式に基づく接続料は効率化の目標値として設定されるも

のであり、第三次モデルにおいてもその接続料に２割の東西格差が存在するとい
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うことは、効率化を行った後も２割の格差が存在せざるを得ないことを意味する。こ

のため、長期増分費用方式によって接続料を算定する限り、当面格差を設け、将

来的にその格差が縮小することを期待する方法は採用し難いとの判断がなされ

た。 

 

○ その審議の過程で提出された意見においても、ユニバーサルサービスである市

内通話料金の地域格差に繋がる可能性がある東西別接続料の設定については、

十分な社会的コンセンサスを得られているとは言い切れないと判断されたため、平

成１７年度以降の接続料についても東西均一とすることが適当とされた。 

   

○ このため、長期増分費用方式により算定される接続料のうち、端末系交換機能

や市内伝送機能ほか５機能について、第三次モデル適用期間中は引き続き東西

均一の接続料が設定されることを確保するため、平成１９年度末までは、ＮＴＴ東西

の原価及び通信量等を合算して接続料が算定されている。 

 

○ なお、平成１９年度接続料について、ＮＴＳコストを 60％控除したベースで、第三

次モデルにより算定したところ、ＮＴＴ東西間の格差は、ＧＣ接続・ＩＣ接続ともに

20％以上となるなど、両者の間には依然として大きな格差が存在している。 

 

（図表４－１ 平成１９年度接続料における東西格差（長期増分費用モデル）） 
 ①東西均一 ②東日本 ③西日本 東西格差(③/②) 

ＧＣ接続 

(NTS ｺｽﾄ 60%控除)
４．６９円 ４．１９円 ５．２１円 １．２４ 

ＩＣ接続 

(NTS ｺｽﾄ 60%控除)
６．５５円 ５．９７円 ７．１４円 １．２０ 

 

 

２．平成２０年度以降の接続料における東西格差の扱い 
 

（１） 主な意見 

 

○ ヒアリング等において、固定電話の通話料金は、ユニバーサルサービスとして位

置付けられ、全国均一料金による提供に対する社会的要請が強く、東西別接続料

金導入がユーザ料金の東西格差に波及するおそれがあったことから、東西均一料

金が採用されてきた。固定電話の通話料金は、ユニバーサルサービスの対象外と

なり、接続料金を含めた市場実勢の中で決定される環境に移行している状況を勘

案しつつ、接続料金の取扱いに当たっては、ユーザ料金の全国均一料金での提供

に対する社会的要請を十分に配意して検討することが必要との意見が、ＮＴＴ東西

から示された。 

 

○ これに関連して、仮に東西均一とする場合には、現行の東西交付金制度又はこ

れと同等の仕組みが必要との意見が、ＮＴＴ西日本から示された。 



 19

 

○ また、ユニバーサルサービス維持の視点に立てば東西均一料金を維持すること

が妥当との意見が、ＱＴｎｅｔ及びウィルコムからも示された。 

 

○ これに対して、接続料は、会社固有のコストに基づき設定されるもので、格差の

大小にかかわらず東西別の接続料とすべきであり、接続料の差が直ちにユーザ料

金に反映されるわけではないとする意見（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）、実際費用方式に

よる接続料は東西別であり、東西均一とする必要はないとする意見（フュージョン・

コミュニケーションズ）が示された。 

 

○ このほか、東西均一料金はＮＴＴ分割の趣旨を損なうものとする意見（ＫＤＤＩ）やＮ

ＴＴ東西間の競争により通話料金が全体的に低廉化する可能性についても考慮す

べきとする意見（ソフトバンク）が示された。 

 

（２） 考え方 

 

○ 新モデルにおける東西間の接続料格差の試算結果（平成１７年度の通信量を採

用）は次のとおりであり、東西間の接続料格差は今後拡大するという結果となっ

た。 

 ・ ＮＴＳコストを 60％控除した場合における東西格差は、ＧＣ接続で 25％、ＩＣ接続

で 20％。 

・ ＮＴＳコストが 100％控除した場合における東西格差は、ＧＣ接続で 37％、ＩＣ接

続で 25％。 

 

（図表４－２ 接続料における東西格差（長期増分費用モデル）） 
 東西均一 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本  東西格差 

ＧＣ接続 

（ＮＴＳコスト 60％控除） 
３．８７円 ３．４５円 ４．３２円  １．２５ 

ＧＣ接続 

（ＮＴＳコスト 100％控除） 
２．６０円 ２．２０円 ３．０１円  １．３７ 

ＩＣ接続 

（ＮＴＳコスト 60％控除） 
５．５０円 ５．０１円 ６．００円  １．２０ 

ＩＣ接続 

（ＮＴＳコスト 100％控除） 
４．２２円 ３．７６円 ４．６９円  １．２５ 

 

ア 接続料の東西格差に係る社会的要請 

 

○ 東西別接続料の設定は、利用者料金における東西格差や電話料金の地域格

差につながるおそれがあり、十分な社会的コンセンサスを得ることは困難と判断

されるのではないか。 

・ 電話サービスにおいては、接続料が利用者料金の原価に占める割合が高い4

                                                  
4 平成１６年答申において、接続事業者における市内通話料金の原価の６～７割はＮＴＴ東西への接

続料であることが指摘されている。 
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ことにかんがみれば、東西別接続料に移行した場合、利用者料金における東

西格差に繋がるおそれが今後一層増大するのではないか。 

・ なお、平成１６年答申でも、接続料に約２割の東西格差を設けることに関して、

西日本で事業を行う事業者及び西日本の消費者団体から反対の意見が出さ

れた。 

 

○ また、市内通話については、平成１７年に基礎的電気通信役務から除外された

が、これは、市内通話については、全国的に競争状態が実現し、その中で安定

的にサービスが供給されているため、ユニバーサルサービス基金の補てん対象

とする必要性がなくなったためであり、市内通話が基礎的電気通信役務でないこ

とをもって、市内通話の社会経済活動における重要性が否定されるものではな

いと考えられるのではないか。 

 

イ 東西別接続料の設定による公正競争上の影響 

 

○ 図表４－２の東西格差を前提とすれば、仮に東西別接続料を設定した場合、特に

西日本地域では次のような影響が生じることが考えられるのではないか。 

 

ａ） 全国を営業区域とする電気通信事業者 

 

○ 東西別接続料の設定により西日本地域で接続料が上昇するものの、東日本

地域では接続料が低下することから、接続料を東西別にすることによる接続料

収支への影響は基本的にないと考えられるのではないか。 

 

○ また、東日本地域において利用者料金の値下げを行わない限りは、西日本

地域において利用者料金を値上げする圧力は基本的に生じないと考えられる

のではないか。   

 

ｂ） 西日本を営業区域とする電気通信事業者 

 

○ 東西別接続料の設定により接続料収入･接続料支出ともに増加すると考えら

れるが、多くの事業者では、自網から発信するトラフィックが自網に着信するト

ラフィックよりも多く、かつ、通信が西日本地域内で終始する割合が大きいこと

から、東西別接続料の設定により接続料水準が 15.8％5上昇することによる利

用者料金の値上げ圧力は比較的大きいと考えられるのではないか。 

 

ｃ) ＮＴＴ西日本 

 

○ 東西別接続料に移行した場合、接続料収入は増加するが、従来受け取って

                                                  
5 新モデルにおいて、接続料の設定を東西均一（2.60 円）から東西別（ＮＴＴ西日本：3.01 円）に変更す

る場合のＮＴＴ西日本の接続料水準の上昇率（試算値）。 
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いた東西交付金収入がなくなることから、接続料に係る収入には基本的に影

響はないと考えられるのではないか。 

 

○ 他方、利用者料金の値上げ圧力は比較的小さいと考えられ、利用者料金の

値上げを行わない選択をすることが十分可能と考えられるのではないか。 

・ 接続事業者に対する接続料支出も増加するが、自網内通信の割合が大 

きいため、その影響は比較的小さいと考えられる。 

・ ＮＴＴ西日本の自網内の通話サービスに要する費用は、電気通信事業会計

上の費用であり、接続料水準の変更により影響を受けないと考えられるので

はないか。 

 

○ したがって、東西別接続料を設定した場合、ＮＴＴ西日本及び全国を営業区

域とする接続事業者は、利用者料金を値上げしないという選択肢を採ることは

可能と考えられるが、その場合、特に西日本を営業区域とする電気通信事業

者に対して、いわゆるプライス・スクイーズを招来するおそれがあり、西日本地

域における公正競争を阻害する可能性があると考えられるのではないか。 

 

ウ 東西別接続料の設定の是非 

 

○ 以上のような、東西別接続料の設定によるメリット・デメリットを比較考慮すれば、

現行の接続料算定方法を大きく見直さない限りは、これまで同様、引き続き東西

均一接続料を採用することが適当ではないか。 

 

○ ただし、ＮＴＴ東西が別会社であるため、本来的には、東西別に接続料を設定

することが適当であるが、今後、接続料の算定方法を見直し、ＮＴＴ西日本が実

際に行う効率化が接続料に十分反映されるようになる場合には、東西別の利用

者料金の設定につながる東西別接続料の設定についての社会的コンセンサス

の状況にも配意しつつ、東西別接続料の設定を行う方向で改めて検討すること

が適当ではないか。 

 ・ 東西間の接続料格差を実際費用により試算した場合、ＮＴＳコストを 100％控

除した場合であっても、新モデルによる試算結果（37％）に比較して、東西間

の接続料格差は 15％に過ぎない。 

・ 今後、ＮＴＴ西日本において効率化が継続して行われ、実際費用上縮小してい

る東西格差が今後さらに縮小等していく場合には、東西別接続料設定のデメリ

ットが大きく解消されると考えられるのではないか。 
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第５章 新モデルの適用期間 
 

 

（１） 主な意見 

 

○ ヒアリング等において、ＮＴＳコストが実質的にユニバーサルサービス制度の補て

ん対象コストであり、接続料におけるＮＴＳコストの回収方法と密接に関連すること

から、接続料の在り方及び新モデルの適用期間については、本制度の見直しとセ

ットで検討することが必要との意見が、ＮＴＴ東西から示された。 

 

○ これに対して、新モデルの適用期間はＮＴＳコスト控除の残余期間に合わせて決

定されるものであり、従前の整理に従えば、２年間適用とすることが適当とする意

見（ＫＤＤＩ）のほか、新モデルの適用期間を２年間とし、その間に次期接続料算定

の方法を検討することが適当とする意見（ソフトバンク）、制度全般の見直しが２０１

０年目途であることを踏まえ、２年間とすることが適当との意見（ウィルコム）が示さ

れた。 

 

○ さらに、３年間の適用期間を適当とする意見として、ＮＴＴ東西の光 3,000 万利用

やブロードバンドカバー率が２０１０年を目標としていることを理由とする意見（フュ

ージョン・コミュニケーションズ）や基本的算定ルールは頻繁に変えない方がよいと

する意見（ＱＴｎｅｔ）が示された。 

 

（２） 考え方 

 

○ 新モデルを平成２０年度以降、長期にわたって適用することは適当と言えないの

ではないか。 

・ モデルは、これまで基本的に新規投資を行っていない現実のネットワークとのか

い離について、データ系設備との共用ロジックの追加や投資抑制を耐用年数に

反映させること等により対応してきたが、ＩＰ化の急速な進展により、モデルの部

分的な改修では対応できなくなる可能性があるのではないか。 

・ 新モデルにより算定した接続料原価は、平成１７年度時点において実際費用方

式により算定した接続料原価を上回っており、長期増分費用モデルの目標値と

しての意義が近年薄れてきているのではないか。 

・ 接続事業者からも４年以上新モデルを適用することを支持する意見はなかっ

た。 

 

○ 他方、適用期間が短すぎるのも適当とは言えないのではないか。 

・仮に、長期増分費用モデルを抜本的に見直すためには、十分な検討期間が必要

となるのではないか。 

・固定電話の加入数は、平成１９年３月末時点においても依然として 84.3％6あり、

                                                  
6 平成１８年度末における固定系通信（加入電話、ＩＳＤＮ、直収電話、0ABJ-IP 電話及びＣＡＴＶ電話
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当該加入数が新モデルによる原価算定が妥当しないと認められる水準まで減少

するまでには、一定の期間を要すると考えられるのではないか。 

 

○ 第２章において示したとおり、ＮＴＳコストの一部を段階的に接続料原価に戻すこ

ととした場合であっても、平成２２年度までは平成１９年度接続料を下回る水準とな

ることが想定されることから、接続料水準の観点からは、接続料算定の在り方を抜

本的に見直す必要性に乏しく、制度の安定性を確保する観点からも算定方式の頻

繁な変更は好ましくないのではないか。 

 

○ 以上を踏まえ、新モデルの適用期間は、平成２２年度までの３年間とすることが

適当と考えられるのではないか。 

・ ただし、電気通信市場に予想を超える環境変化が生じた結果、適用期間内に新

モデルが機能しないと認められる状況になった場合は、平成２２年を待たずに、

接続料算定の在り方について検討を開始し、速やかに所要の制度整備を図るこ

とが適当ではないか。 

 

○ なお、今後のＮＴＳコストの扱いについては、ユニバーサルサービス制度の在り方

と密接に関連することから、次期接続料算定の在り方について検討を開始する前

であっても、ユニバーサルサービス制度の在り方の見直し7に合わせ、所要の見直

しを検討することが適当ではないか。 

                                                                                                                                                  
の契約数 5,928 万加入に対するＮＴＴ東西の固定電話（加入電話及びＩＳＤＮ）の契約数 4,998 万加入

の割合。 
7 平成１９年３月３０日付け情報通信審議会答申において、総務省に対し「ユニバーサルサービス制度

自体の見直しについても、可能な限り前倒しを行い、速やかに結論を得ることが望ましい」との要望が

示されている。 
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第６章 新モデル適用期間後における接続料算定の在り方 
 

１．経緯と現状 

 
○ 加入電話の契約者数及びトラフィックの減少は、ＰＳＴＮの接続料原価からのＮＴ

Ｓの段階的付け替えが終了後も続くことが想定される。その場合、従量制接続料の

水準が急速に上昇することが避けられないため、加入電話の利用者料金への影

響も踏まえ、ＰＳＴＮの接続料の在り方を議論する必要がある。 

 

○ 特に、ＰＳＴＮからＩＰ網へのマイグレーションが進展し、例えば、ＰＳＴＮとＩＰ網の規

模が逆転する可能性があること、都市部を中心にＩＰ化が進展することで、地域間

でネットワーク構造に違いが生じ、ネットワークコストの地域間格差が拡大すること

が想定されるのではないか。 

 

○ このような時代のＰＳＴＮの接続料の在り方については、ＩＰ化の進展状況を踏ま

え、コスト算定方式も含めて多方面から検討していく必要があるのではないか。 

 

２．新モデル適用期間後における接続料算定方式 
 

（１） 主な意見 

 

○ ヒアリング等において、次世代ネットワークはＰＳＴＮと比較し確固たる技術基準

がなく、技術的にもサービス的にも予見が難しく、多彩なサービスを迅速かつ柔軟

に提供するためにも規制を前提にした議論はなじまないとの意見が、ＮＴＴ東西か

ら示された。 

 

○ これに対して、ネットワークがＩＰ網に移行しても接続料算定に当たり担保すべき

条件は透明性の確保と恣意性及び非効率性の排除であり、その点ＬＲＩＣは 適で

あり、移行期の接続料算定に当たり、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行状況を考慮し、ＮＴ

ＴがＩＰ網への移行計画を提示することが重要であり、移行期では、ＰＳＴＮのトラフィ

ックの減少等を考慮し、一旦接続料を据え置く等の暫定的措置が必要との意見が、

ＫＤＤＩから示された。 

 

○ また、接続料算定はＰＳＴＮからＩＰ網への移行状況を基準にフェーズ１（ＰＳＴＮ・Ｉ

Ｐ網が併存）、フェーズ２（フルＩＰ網に移行）に分けて検討し、フェーズ１では、①既

存のＬＲＩＣモデルにＩＰ技術を可能な範囲で採用した上で、ＰＳＴＮ接続料を上限とし

てＰＳＴＮ・光ＩＰ電話接続料を同水準・同体系に設定すること、②ＰＳＴＮ／ＩＰ網ハイ

ブリッドのＬＲＩＣモデルを策定した上で、ＰＳＴＮ接続料と光ＩＰ電話接続料をまとめて

算定することが考えられるとの意見が、ソフトバンクから示された。 

 

○ このほか、現時点でのＩＰ網は発展途上にありモデル化することは困難であり、４
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次モデルの適用期間中における課題とする意見（フュージョン・コミュニケーション

ズ）、ＩＰ化の進展状況を踏まえ適切な時期に検討すべきとの意見（ウィルコム）、基

本料金の在り方やユニバーサルサービス制度の拡充等についての検討が必要と

する意見（ＱＴｎｅｔ）が示された。 

 

（２） 考え方 

 

○ 現行のボトムアップ型の長期増分費用モデルは、透明かつ客観的なモデルに基

づき算定されており、接続料収入に占めるＰＳＴＮの大きさや、ネットワーク構成上

多くを占めるＰＳＴＮには依然として非効率性が内在していると考えられることを踏

まえれば、なお、一定の意義を有している。 

 ・ 今後のＰＳＴＮの接続料の在り方を検討するにあたっては、ＩＰ網等の他のネット

ワークとの関係の考慮が重要となってくるが、現時点においてはＰＳＴＮの規模

が極めて大きく、他のネットワークがＰＳＴＮの設備の一部を共用している実態を

反映して費用が適切に配分されていることを前提として、ＰＳＴＮの接続料の適

切性が確保可能となっている。 

・ 第４次モデルでは、専用サービスやデータ系サービス（Ｂフレッツ等）との間での

設備共用による費用配賦を行っているが、ＰＳＴＮ型のモデルであるため、専用

サービスのパス数に換算することで必要な設備量を算定し、費用配賦を行って

いる。 

 

○ しかしながら、短期的な視野に立てば、ボトムアップＬＲＩＣ方式の改修を検討する

ことも考えられるが、中長期的にはＩＰ化の進展が相当程度進み、仮にボトムアップ

ＬＲＩＣを採用することが困難である場合は、他の算定方法を検討すべきではない

か。 

・ 今後、広域イーサをはじめとする多様なネットワークの登場により、従来のＰＳＴ

Ｎ型のモデルでは適切な共用設備の設備量を算定することが難しく、接続料を

設定することに合理性が認められなくなった場合、ＩＰ網を主とした長期増分費用

モデルを新たに構築し、そこからＰＳＴＮの接続料原価を切り出す方法が考えら

れるが、ＰＳＴＮとＩＰ網との切り分けに必要となるコスト配賦方法等の技術的課題

の解決をどのように図っていくのか。 

・ この点について、長期増分費用モデル研究会においてもＩＰ網の長期増分費用

モデルについて検討がなされたが、現時点においては、ＩＰ網の長期増分費用モ

デルを構築することは時期尚早との結論に至った。 

 

○ 次々期のＰＳＴＮ接続料の算定方式の検討にあたっては、ＩＰ化が相当程度進展し

ていると考えられ、現時点で、現行のボトムアップＬＲＩＣの改修で対応可能なのか

どうかを決定することは困難ではないか。 

・ ＩＰ網の規模がどの程度大きくなっているかがわからないことに加え、ＩＰ網がまだ

発展途上の技術であり、次世代ネットワークなどのＩＰ網が具体的にどのようなア

ーキテクチャーで構成されていくのか現時点で予測困難。 

・ ひとまず将来のＰＳＴＮ接続料の検討の前提条件として、ＰＳＴＮがまだ一定程度
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の規模を保ちつつも相当程度のＩＰ網が併存する中、ＰＳＴＮの加入数、トラフィッ

クの減少傾向が継続し、現行の接続料算定方式では、接続料水準の維持が困

難な状況を想定して検討することが適当ではないか。 

 

○ 現行の接続料算定方式以外の方法も広く検討対象とするため、まず、コスティン

グとしてコストの算定対象の範囲をどうするか（あくまでＰＳＴＮのみのコストを算定

するのか、ＰＳＴＮとＩＰ電話網両方のコストを算定するのか）、コスティングの方式を

どうするか（ボトムアップＬＲＩＣ、トップダウンＬＲＩＣ、実際費用方式）、プライシング

の方式をどうするか（コストプラス方式、プライスキャップ方式、ビルアンドキープ方

式）、従量制接続料なのか定額制接続料なのか、というように分類し、それぞれの

特徴と留意点を挙げると、次のとおり整理されるのではないか。 

 
（図表６－１ 接続料算定方式の基本的な手法） 

 

②② コスティング方式コスティング方式①算定対象①算定対象

ボトムアップＬＲＩＣ

トップダウンＬＲＩＣ

実際費用（実績原価方式）

実際費用（将来原価方式）

プライスキャップ方式

ＰＳＴＮのみ

ＰＳＴＮ＋ＩＰ電話網

コストプラス方式

リテールマイナス方式

ビルアンドキープ方式

①コスト算定対象①コスト算定対象、②コスティング方式②コスティング方式、③プライシング方式③プライシング方式を組み合わせることで、

接続料算定方式の様々なバリエーションが想定される。

③③ プライシング方式プライシング方式

定
額
制
接
続
料

従
量
制
接
続
料

現行方式現行方式 ①ＰＳＴＮのみ、②長期増分費用方式（ボトムアップＬＲＩＣ）、③コストプラス方式の従量制接続料①ＰＳＴＮのみ、②長期増分費用方式（ボトムアップＬＲＩＣ）、③コストプラス方式の従量制接続料

この分類では、現行方式は以下のように考えることができる。

 
 

 

① ＩＰ化の影響を加味したボトムアップＬＲＩＣ方式による従量制接続料 

 

○ 本方式は、ＩＰ化の影響をコストに直接反映する方法であり、ＰＳＴＮだけでなくＩ

Ｐ電話網も含めたネットワーク全体のコストを算定した上で、ＰＳＴＮの接続料原

価を算定する考え方である。 

 

○ この場合、ＩＰ化の進展に応じて２つの方法が考えられ、①既存のＬＲＩＣモデル

をベースに中継網のＩＰ化等、現時点で採用可能なＩＰ技術を取り込む方法と、②

ボトムアップＬＲＩＣによりＩＰ網を含む電話網を構築し、この費用をＰＳＴＮ・ＩＰ網の
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合算トラフィックで除す方法があるが、次のような課題が考えられるのではない

か。 

   ・ ①の方法の場合、ＩＰ化によるネットワークのコスト減を反映することが可能で

あるが、反面、ＩＰ電話網へのマイグレーションによるトラフィック減の影響を回

避できない。 

・ ②の方法の場合、ＩＰ電話網へのマイグレーションによるトラフィック減を緩和

可能であり技術中立的であるが、反面、ボトムアップＬＲＩＣによるＩＰ電話網の

モデルの構築が必要である。 

 

② トップダウンモデルによるＬＲＩＣ方式 

 

○ 本方式は、事業者の実際のネットワークに対し、ＣＣＡ（現在原価会計）による

資産の評価替えや設備容量の見直し、共通費マークアップ等を加味して接続料

原価を算定するものであり、英国をはじめとする欧州各国や韓国で接続料算定

に用いられているものである。 

・ 本方式は、実際のネットワークをベースとすることから、実際に行われた効率

化を反映でき、また、モデルと実際のネットワークのかい離を小さくできるとい

う利点があると考えられる。 

・ フルＩＰ網のように、ボトムアップＬＲＩＣのモデルが構築困難な場合、適用の可

能性がある。 

・ 反面、各設備の現在価値を算定し、評価替えや設備容量の見直しを適切に

行うことは可能かという点について課題があり、また、ボトムアップＬＲＩＣに比

べ、実際のネットワークの非効率性を排除することが困難な面もあるのではな

いか。 

 

③ 実績原価方式 

 

○ 本方式は、毎年度の接続会計実績に基づき接続料原価を算定するものであり、

専用線や加入者回線（銅線）等の接続料算定に用いられている。 

 ・ 実際のネットワークをベースとすることから、実際に行われた効率化を反映で

き、モデルと実際のネットワークのかい離を小さくできるという利点がある一方、

ＮＴＴ東西の非効率性を排除できないという課題があるのではないか。 

 

④ 実際費用方式と長期増分費用方式のハイブリッド 

 

○ 本方式は、ＬＲＩＣモデル費用に比べて実際費用の方が小さい場合、これを反

映するようにＬＲＩＣ方式を見直す方法である。 

・ ＰＳＴＮ衰退期等、特殊な市場条件下でＬＲＩＣモデル費用が実際費用を上回っ

てしまうリスクを回避し、同方式の持つ透明性も維持できる可能性があるので

はないか。 

・ 反面、算定方法によっては、接続事業者に有利なコスティング方式となり、事

業者間の公平性が保てない可能性があるのではないか。 
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⑤ 定額制接続料 

 

○ 本方式は、トラフィックによる従量制接続料では接続料水準の安定化が困難な

状況に対処することや、ＰＳＴＮの規模が相当縮小した場合、トラフィックの減少

にコストが反応しにくくなることに対処するため、接続料を加入者回線あたりの定

額制とする方式である。 

・ 各事業者の接続料支払い額算定上、各事業者のトラヒックが直接関係なくな

るため、小売料金において柔軟な対応が出来るようになる可能性があるので

はないか。 

・ 反面、加入者減による接続料の上昇は回避できない。また、コスティング方法

を変更してコストを抑制しなければ、実質的なユーザ負担軽減にならないので

はないか。 

・ 様々な接続事業者間で公平感のある接続料算定方式を策定するのが困難で

はないか。 

 

⑥ プライスキャップ方式 

 

○ 本方式は、基準料金指数を用いて一定の期間中の接続料水準の上限を設定

するものであり、接続料水準の急上昇等の激変緩和措置として効果が高いもの

である。ＢＴのＰＳＴＮ接続料の算定（前述のトップダウンモデルによるＬＲＩＣ方式

との組み合わせ）に用いられているほか、我が国においてもＮＴＴ東西の電話料

金等の算定に用いられている。 

・ 接続料水準自体を規定するものであり、通信量の動向にかかわらずに一定期

間における接続料の上限が明確になり、料金の安定性、予見性が高く、料金設

定の自由度や費用削減インセンティブを与えることが可能ではないか。 

・ 反面、適切な生産性向上見込率（Ｘ値）を設定できるかについて課題があるので

はないか。 

 

⑦ ビルアンドキープ方式 

 

○ 本方式は、相互接続を行う場合、基本的に流出入する通信量は同等と考え、

相互に接続料を請求しないこととし、ネットワークコストについては、それぞれ自

網の利用者から回収するものである。これは、インターネットサービスプロバイダ

間において行われているピアリングと同様の考え方である。 

・ 事業者間精算を行わないため、接続料を算定する必要がなく、 も簡便な方

式と言えるのではないか。 

・ 他方、加入電話と直収電話といった同質の形態間での接続を念頭に置いて

いることから、その他の場合（例えば、優先接続（マイライン）によりＮＴＴ東西

と接続する場合）については別途扱いを検討する必要があるのではないか。 

・ 接続する事業者間における通信の流出入量に大きな格差がある場合の扱い

についても課題となるのではないか。 
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⑧ 上記方式の併用 

 

○ 上記方式をいくつか組み合わせて利用することも考えられるのではないか。 

・ 例えば、ＬＲＩＣ方式により初期値を設定した上でプライスキャップ方式により

一定期間の接続料を設定することや、原則として実績原価方式により接続料

を算定しつつも同質のネットワークの接続の場合についてはビルアンドキープ

方式を適用するなどが考えられるのではないか。 

・ その際、当該併用が恣意的なものとならないよう、公正競争確保の観点から

十分な検討を行う必要があるのではないか。 

 

○ 上記で示した各方式は、導入により得られる効果と逆に引き起こされる問題が

それぞれ異なるが、ＮＴＳコストの段階的付け替えが終了後に直面する接続料を

巡る環境について、正確な見通しができないため、現時点でどの方式が適切か

を判断することはできないと言えるのではないか。 

 

○ 現行方式を抜本的に見直す場合、十分な検討期間を設けることが必要であり、

新モデル適用期間後における接続料算定方式の在り方については、まずは、上

記の方式を採用することの可能性及び課題について更に検討を深めるため、平

成２１年度中に総務省においてフィージビリティスタディーを実施し、その検討結

果を踏まえて改めて検討することが適当ではないか。 


